
議案第１１７号

令和３年度琴浦町下水道事業特別会計補正予算（第３号）

令和３年度琴浦町下水道事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８０千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ７８０，８５７千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第１表

歳入歳出予算補正」による。

（地方債の補正）

第２条 地方債の補正は、「第２表 地方債補正」による。



令和 ３ 年 １２ 月 ３ 日 提 出

琴 浦 町 長 小 松 弘 明

令和 ３ 年 月 日

琴浦町議会議長 小 椋 正 和



歳　入 下　　　水　（単位：千円）

款 項 補正前の額 補正額 計

３． 国庫支出金 75,860 0 75,860

１． 国庫補助金 75,860 0 75,860

４． 繰入金 343,289 80 343,369

１． 一般会計繰入金 343,289 80 343,369

７． 町債 124,200 0 124,200

１． 町債 124,200 0 124,200

歳               入               合               計 780,777 80 780,857

 

第 １ 表      歳 　入　歳　出　予  算  補  正

―　１　―



歳　出 下　　　水　（単位：千円）

款 項 補正前の額 補正額 計

１． 下水道費 359,149 80 359,229

１． 下水道費 359,149 80 359,229

２． 公債費 419,628 0 419,628

２． 公債費 419,628 0 419,628

歳               出               合               計 780,777 80 780,857

－　２　－



1.変更 下　　水　（単位：千円）

第　２　表　　地　方　債　補　正

補正前 補正後

限度額
起債の
方法

利率 償還の方法 限度額
起債の
方法

利率 償還の方法

―　３　―

起債の目的

・公共下水道事業債 92,100 証書借入又は
証券発行

　年3.5％以内（但
し、利率見直し方式で
借り入れる資金につい
て利率の見直しを行
なった後においては、
当該見直し後の利率）

　政府資金について
は、その融資条件によ
り、銀行その他の場合
にはその債権者と協定
するものによる。
　ただし、財政の都合
により据置期間及び償
還期限を短縮し、又は
繰上償還もしくは低利
に借換えすることがで
きる。

91,500 補正前に同じ 補正前に同じ 補正前に同じ

・過疎対策事業債 25,500 証書借入又は
証券発行

　年3.5％以内（但
し、利率見直し方式で
借り入れる資金につい
て利率の見直しを行
なった後においては、
当該見直し後の利率）

　政府資金について
は、その融資条件によ
り、銀行その他の場合
にはその債権者と協定
するものによる。
　ただし、財政の都合
により据置期間及び償
還期限を短縮し、又は
繰上償還もしくは低利
に借換えすることがで
きる。

26,100 補正前に同じ 補正前に同じ 補正前に同じ



歳　入　歳　出　補　正　予　算　事　項　別　明　細　書

１．総　括
（歳　入） 下　　　水　（単位：千円）

款 補正前の額 補正額 計

３． 国庫支出金 75,860 0 75,860

４． 繰入金 343,289 80 343,369

７． 町債 124,200 0 124,200

　　　　 歳          入          合          計 780,777 80 780,857

―　４　―



（歳　出） 下　　　水　（単位：千円）

補　正　額　の　財　源　内　訳

款 補正前の額 補正額 計 特　　　　定　　　　財　　　　源

国 県 支 出 金 地　方　債 そ　の　他

1. 下水道費 359,149 80 359,229 0 0 51 29

2. 公債費 419,628 0 419,628 0 0 △51 51

 歳     出     合     計 780,777 80 780,857 0 0 0 80

－　５　－

一 般 財 源



２．歳　入

（款） 3. 国庫支出金   （項） 1. 国庫補助金 下　　　水　（単位：千円）

節

区　　　　　分 金　　額

1. 事業費国庫補助金 75,860 0 75,860 1. 下水道費補助金 0 公共下水道費補助金（公共） △1,250

公共下水道費補助金（特環） 1,250

　 　　計 75,860 0 75,860

（款） 4. 繰入金    （項） 1. 一般会計繰入金

節

区　　　　　分 金　　額

1. 一般会計繰入金 343,289 80 343,369 1. 一般会計繰入金 80 一般会計繰入金（公共） 29

一般会計繰入金（特環） 51

　 　　計 343,289 80 343,369

（款） 7.町債   （項） 1.町債

節

区　　　　　分 金　　額

1. 公共下水道事業債 △600 公共下水道事業債（公共） △1,200

公共下水道事業債（特環） 600

3. 過疎対策事業債 600 下水道（特定環境保全公共下水道
事業）整備事業※補助分

600

　 　　計 124,200 0 124,200

―　６　―

目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明

目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明

目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明

1. 下水道事業債 124,200 0 124,200



３．歳　出

（款） 1. 下水道費  （項） 1. 下水道費 下　　　水　（単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　　　　　　明

国県支出金 地　方　債 そ　の　他 区　　分 金　額

1. 下水道整備 233,832 29 233,861 0 0 0 29 3. 職員手当等 29 勤勉手当 29

費 12. 委託料 609 特定環境保全事業委託料 △ 1,081

公共下水道事業委託料 1,690

14. 工事請負費 1,214 特定環境保全事業工事請負費 5,504

公共下水道事業工事請負費 △ 4,290

21. 補償、補填 △1,823 特定環境保全事業水道移設補償金 △ 1,923

及び賠償金 公共下水道事業水道移設補償金 100

27. 繰出金 0 特定環境保全事業一般会計繰出金 △ 50

公共下水道事業一般会計繰出金 50

2. 下水道維持 125,317 51 125,368 0 0 51 0 2. 給料 4 一般職 4

管理費 3. 職員手当等 47 通勤手当 46

退職手当組合負担金 1

　計 359,149 80 359,229 0 0 51 29

（款） 2. 公債費  （項） 1. 公債費 下　　　水　（単位：千円）

2. 利子 101,416 0 101,416 0 0 △51 51 財源組替               

　計 419,628 0 419,628 0 0 85,878 333,750

－　７　－

節

一般財源


